
○行政事件訴訟法の一部を改正する法律の概要及び書面による教示制度について

平成17年３月16日

道本務第631号

／警察本部各部、所属の長／警察学校長／各方面本部長／各警察署長／あて

行政事件訴訟法の一部を改正する法律（平成16年法律第84号。以下「改正法」とい

う。）が本年４月１日より施行されるが、その概要及び改正に伴い新設される書面による

教示制度は次のとおりであるので、所属職員に周知し、誤りのないようにされたい。

記

１ 改正の概要について

本改正は、国民の権利利益のより実効的な救済手続を整備する観点から、①救済範囲

の拡大、②審理の充実・促進、③行政訴訟をより利用しやすくするための仕組みの整備、

④本案判決前における仮の救済制度の整備を図るものである。

なお、その詳細については、「行政事件訴訟法の改正について（法務省大臣官房行政

訟務課編）」（別添１、別途送付）を参照されたい。

２ 書面による教示制度について

⑴ 取消訴訟の提起等に関する事項の教示について

処分又は裁決の相手方に対し取消訴訟等で争う方法について適切な情報を提供し、

権利利益の救済を得る機会を確保するため、改正法による改正後の行政事件訴訟法

（以下「法」という。）第46条で、取消訴訟の提起等に関する事項の教示に関する規

定が新設された。

教示しなければならない場合は、①取消訴訟を提起することができる処分又は裁決

をする場合（法第46条第１項）、②法律に処分についての審査請求に対する裁決に対

してのみ取消訴訟を提起することができる旨の定めがある場合において、当該処分を

するとき（法第46条第２項）、③当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は

裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするもの

を提起することができる処分又は裁決をする場合（法第46条第３項）である。ただし、

いずれの場合も、当該処分を口頭でする場合には、教示する義務はない（法第46条第

１項ただし書、第２項ただし書、第３項ただし書）。

また、その教示すべき事項については、例えば、行政庁は、取消訴訟を提起するこ

とができる処分又は裁決をする場合（処分を口頭でする場合を除く。）には、当該処

分又は裁決の相手方に対し、①当該処分又は裁決に係る取消訴訟の被告とすべき者、

②当該処分又は裁決に係る取消訴訟の出訴期間、③法律に当該処分について審査請求

に対する裁決を経た後でなければ処分の取消しの訴えを提起することができない旨

（いわゆる不服審査前置）の定めがあるときは、その旨、を書面で教示しなければな

らないこととされた（法第46条第１項）。

なお、教示制度の詳細については、「行政事件訴訟法の一部を改正する法律の施行

に当たって（通知）」（平成16年10月15日付け閣司本第152号、別添２、別途送付）に

添付の「行政事件訴訟法の改正の骨子と行政運営に当たっての留意点」の11ページか

ら14ページまでを参照されたい。

⑵ 審査庁等の教示について



行政不服審査法第57条第１項の規定の教示については、従前書面で行うことが明記

されていなかったが、改正法附則において、行政不服審査法第57条第１項が改正され、

行政庁は、不服申立てをすることができる処分をする場合（処分を口頭でする場合を

除く。）には、処分の相手方に対し、書面によって、①当該処分につき不服申立てを

することができる旨、②不服申立てをすべき行政庁、③不服申立てをすることができ

る期間、を教示しなければならないこととされた。

⑶ 教示の書面の記載例

上記⑴及び⑵のいずれの教示についても、書面による教示は、処分の通知書と一体

となる同一の書面でする必要はなく、処分の通知書とは別に、教示すべき事項を記載

した訴訟の提起に関する説明書のような書面を交付することによってすることもでき

る。

教示の書面の記載例としては、例えば、不服申立てと処分の取消の訴えがいずれも

可能な処分を行う場合は別添３、不服審査前置の定めがある処分を行う場合は別添４

のようなものが考えられるので、参考とされたい。








